
滋賀県医師協同組合員の皆様へ

高額化する医療費に備えるための

新・団 体 医 療 保 険
（医療保険基本特約・疾病保険特約・
傷害保険特約､がん保険特約セット団体総合保険）

疾病・傷害によって入院・手術・通院疾病・傷害によって入院・手術・通院
された場合に所定の保険金をお支払いされた場合に所定の保険金をお支払い
します。します。

入院保険入院保険
（疾病保険特約・傷害保険特約セット団体総合保険）（疾病保険特約・傷害保険特約セット団体総合保険）

がん保険がん保険
（がん保険特約・がん診断保険金支払特約セット団体総合保険）（がん保険特約・がん診断保険金支払特約セット団体総合保険）

●最高の団体割引
３０％適用

●組合員の先生だけでなく、
ご家族・従業員を被保険者
としてご加入することも
可能です

■申込締切日■ 平成２３年９月２２日（木）

毎月２６日締切Ÿ翌月１日より保険責任開始（中途加入の場合）

■保険契約者■ 全国医師協同組合連合会

■保険期間 ■ 平成２３年１０月１日午後４時～平成２４年１０月１日午後４時

■お支払方法■ お届け口座からの毎月引落（１２回）

（以降、毎月１日付の中途加入も可能）

がんと診断確定された時にがん診断保険金、がんと診断確定された時にがん診断保険金、
加えてがんによる入院・手術・通院時に加えてがんによる入院・手術・通院時に
所定の保険金をお支払いします。所定の保険金をお支払いします。

治療には多額の
費用が掛かります

早期発見で「がん」
は治る時代！

死亡原因のNO.1は
「がん」でも

しかししかし

損保ジャパン

「入院時の一日あたりの自己負担費用」

5,000円未満 7.5％

10,000円～
15,000円未満
28.0％

5,000円～ 7,000円未満
7.3％

15,000円～20,000円未満
14.3％

20,000円～25,000円未満
8.8％

平均

20,100円

7,000円～10,000円未満
10.8％

平成１９年度生命保険文化センター『生活保障に関する調査』
「過去５年間に入院した人の１日あたりの自己負担費用の平均」

25,000円以上23.2％



１．保険の内容１．保険の内容

入院保険（医療保険基本特約･疾病保険特約・傷害保険特約セット団体総合保険）

病気
による １日につき

５,０００円

ケガ
による

ケガで通院された場合に、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の
通院日数に対し通院保険金日額をお支払いします。（９０日限度）ただし、平常
の業務に従事することまたは生活に支障がない程度にケガが回復したとき以降
の通院に対しては、保険金をお支払いできません。

入院一時金 病気・ケガで継続して１８０日を超えて入院された場合
に、入院一時金をお支払いします。 ２５万円

退院一時金 病気・ケガで継続して２０日を超えて入院され、無事に
退院された場合に、退院一時金をお支払いします。 ５万円

病気･ケガによる

手術

病気・ケガで所定の手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて手
術保険金（入院保険金日額の10倍･20倍・40倍） をお支払いします。
ただし、１回の入院（ケガの場合は１事故）について最初の入院の開始
日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の手術に対し
てはお支払いしません。

１回につき

２０･１０･５万円

保険期間中に病気で入院された場合に、日帰り入院（注）から入院
保険金日額をお支払いします。
（１回の入院で１８０日限度、通算支払限度１，０００日）

（注）日帰り入院とは、日帰り手術のため１日だけ入院と同じような形で病室
を使用した場合等のことをいい、「入院料」の支払の有無で判断します。

ケガ
による

急激かつ偶然な外来の事故によるケガ（以下「ケガ」といいます。）で
入院された場合に、日帰り入院から入院保険金日額をお支払いし
ます。 （１事故で１８０日限度）

病気
による

病気で継続して４日を超えて入院され、退院後に通院された場合に、通院保険
金日額をお支払いします。（１回の通院責任期間につき９０日限度）ただし、１回
の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した
日の翌日以降の通院に対しては、お支払いしません。

入院

）

通院
（病気の場合は
退院後の通院）

１日につき

３,０００円

●入院補償は日帰り入院（注）からお支払いします！（短期入院も補償の対象）
（注）日帰り入院とは、日帰り手術のため１日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、「入院料」の

支払いの有無で判断します。
●１回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に
終わる期間を通院責任期間といいます。
●病気による入院の通算支払限度日数は１，０００日です！
病気による入院については、初年度契約および翌年以降の継続契約を含んだ期間を通算した入院保険金の支払限度日数が
設定されます。

●手術保険金は何回でもお支払いします！ただし、手術の種類によっては回数制限があります。（病気による手術の場合）

●継続して１８０日を超える長期入院時には入院一時金をお支払いします！

●（継続して２０日を超える入院の場合）退院時には退院一時金をお支払いします！

●入院が終了した日から、その日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害（疾病については、前の入院
の原因となった疾病と医学上密接な関係があると認められる疾病を含みます。）により再入院された場合は、前後の入院を

合わせて１回の入院とみなします。保険金をお支払するべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被った

場合は、当初の入院と他の身体の障害による入院を合わせて１回とみなします。

特
色

保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必
ずご参照ください。



（医療保険基本特約・がん保険特約･がん診断保険金支払特約セット団体総合保険）

入院 がんと診断確定されがん治療のために入院された場合に、
１日目から入院１日につき入院保険金日額をお支払いします。

１日につき

１０,０００円

通院

被保険者が保険期間中に、がんと診断確定されて継続して４日を超えて入
院され、その入院前後の通院責任期間中に通院されたとき、がんの通院保
険金日額をお支払いします。（がん通院保険金は、１回の通院責任期間につ
き、45日を限度として、通院１日につき、がん通院保険金日額をお支払致し
ます。）通院責任期間とは、入院の開始日の前日からその日を含めて60日
前の日に始まり、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経
過した日に終わる期間をいいます。

１日につき

５,０００円

がん診断

１回目 初めてがんと診断確定されたときにお支払い
します。

２回目以降 がんと診断確定され、その治療を直接の目的と
して入院を開始されたときにお支払いします。

（※1）

１００万円

手術
がんと診断確定され、がん治療のために所定の手術を受け
られた場合に、手術の種類に応じて手術保険金（入院保険
金日額の10･20･40倍）をお支払いします。 ４０

１回につき

４０･２０･１０万円

退院一時金 １０万円
がんで継続して２０日を超えて入院され、無事に退院された
場合に、退院一時金をお支払いします。（※２）

●『がん診断保険金』は何回でもお支払いします！
翌年以降の継続契約を含めた期間について、２年に１回を限度とします。（※１）
●がん入院保険金は１日目から入院日数無制限でお支払いします！
●がん通院保険金は退院後の通院だけでなく、入院前の通院も補償の対象！
●手術保険金は何回でもお支払いします！ なお、手術の種類によっては回数制限があります。

●退院時にはがん退院一時金をお支払いします！（継続して２０日を超える入院の場合）（※２）
●上皮内がん、白血病も補償の対象！

特
色

※１．２回目以降の診断保険金は、保険金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて２年以内に該当した支
払事由については、保険金をお支払いしませんが、保険金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて
２年を経過した日の翌日にがんの治療を直接の目的として継続して入院中の場合は、保険金をお支払いします。

※２．２回目以降の退院一時金は、保険金が支払われることとなった最後の入院の退院日からその日を含めて３０日
に満たない日に開始した入院による退院については、保険金をお支払いしません。

保険金の請求に関して…
被保険者に保険金を請求できない事情があるときは、被保険者の配偶者または３親等以内の親族が
その事情を示す書類をもって申し出をおこない、損保ジャパンの承認を得たうえで被保険者の代理
人として保険金を請求することができます。ただし、被保険者に法定代理人がいる場合または被保
険者が保険金の請求を第三者に委任している場合を除きます。
代理人からの保険金のご請求を受け、お支払いした後に重複してご請求があった場合、保険金を
お支払いしません。

保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

がん保険



２．ご加入にあたって･･･２．ご加入にあたって･･･

■ご加入者・被保険者
◇ご加入者：滋賀県医師協同組合の組合員（法人での加入も可能）
◇被保険者：現在健康で働いている満６９歳以下の組合員である、医師・従業員・およびその家族

（継続加入の場合は満７９歳までご加入いただけます。）
■医師の診査
ご加入に際し、医師の診査は必要ありません。告知書に現在の健康状態をご記入いただき被保険者ご本人が署名・捺印していただくだけです。
告知書の内容により、お引き受けをできない場合や、特別な条件付きでお引き受けする場合があります。
また、加入依頼書および被保険者告知書にご記入いただいた内容が、事実と異なる場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない
ことがあります。
ご加入初年度の保険期間の開始時より前に発病した疾病・発生した事故による傷害に対しては、保険金をお支払いできません。
ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時より前に発病した疾病・発生した事故による傷害であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時から
１年を経過した後に保険金の支払事由（入院を開始された場合や手術を受けられた場合等）が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては
保険金をお支払いします。
■自動継続
本制度は自動継続扱いですので、ご加入者から別段のお申し出がないかぎり、毎年自動継続します。
【10月１日更新】（ただし、ご継続時に満８０歳を迎えられた方は自動脱退となります。）
※ご加入初年度の保険期間の開始時から１年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。また、初年度
加入および継続加入の保険期間を通算して、1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。
■ご加入方法
別紙の保険料表にしたがい、保険料をお決めいただき、加入依頼書・健康告知書に、ご記入・ご捺印願います。
（中途加入も可能で、お申し込みの翌月１日が加入日となります。）
他に同種の損害保険契約（損保ジャパンおよび他社を含みます。）に加入の場合は、ご加入時にお申し出ください。
ご加入の際は、被保険者の満年齢、性別等加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
■ご加入の限度額
別紙保険料表のＡ～Ｅ型合計で、３口が限度となります。
■保険料のお支払い
10月１日付加入の場合、10月より組合員引落口座から振替を開始させていただきます。（１２回払）
（中途加入の場合はご加入日の当月から振替開始）
■通知事項
ご加入後新たに同種の損害保険契約に加入される場合には、必ずお問い合わせ先までご連絡ください。

◇事故の場合は…
保険金支払事由に該当した場合は、お問い合わせ先までご連絡をお願いします。30日以内にご連絡がない場合、保険金の全額または一部をお支
払いできないことがありますのでご注意願います。初年度契約および継続契約の保険期間を通算して1,000日分保険金をお支払いした場合、満期
時に契約の更改をお断りすることがあります。保険金支払事由に該当のご通知をいただいた場合は、代理店または損害保険ジャパンより、保険
金ご請求についてのご案内をします。保険金請求書および損害保険ジャパンが指定する書類をご提出ください。なお、ご加入者、被保険者また
は保険金を受け取るべき方（これらの代理人を含みます。）が正当な理由がなく、前記の書類を提出されない場合および提出された書類につい
て知っている事実を記入しなかったり、事実と相違することを記入された場合は、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

※本保険は生命保険料控除の対象になります。 （平成２３年７月現在）
※ご契約の際のご加入人数により保険料（または保険金額）が変わることがありますので、あらかじめご了承ください。

告知の大切さについてのご説明
○告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
○告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）」を必ずお読みください。

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読
みいただきますようお願いします。【加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。
また、ご加入の際には、ご家族の方にも契約内容をお知らせください。】

この保険のあらまし（契約概要のご説明）

■商品の仕組み：この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、傷害保険特約、疾病保険特約、がん保険特約等をセットしたものです。

■保険契約者 ： 全国医師協同組合連合会
■保険期間 ： 平成２３年１０月１日午後４時から１年間となります。＊保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月２６日ま

での受付分は受付日の翌月１日（２６日過ぎの受付分は翌々月１日）から平成２４年１０月１日午後４時までとなります。
■申込締切日 ： 平成２３年９月２２日 ＊中途加入の場合は、毎月２６日締切

■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等 ： 引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレット内に記載しておりますので、ご確認ください。

●加入対象者 ： 滋賀県医師協同組合の組合員（法人での加入も可能）

●被保険者 ： 現在健康である満６９歳以下（継続契約の場合は満７９歳）の滋賀県医師協同組合の組合員である医師またはその家族の方を被保険者としてご加

入いただけます。（「家族」とは、加入者本人の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、および同居している親族をいいます）。 組合員（構成員）が法人等の

場合は、組合員（構成員）の役員または従業員もしくはこれらの者の家族。

●お支払方法 ： 平成２３年１０月よりお届け口座からの毎月引落となります。（１２回払） ＊中途加入の場合は、中途加入の保険期間開始月から毎月引落します。

●お手続方法 ： 加入依頼書をご送付しますので、必要事項をご記入のうえ、ご加入窓口の滋賀県医師協同組合または（株）ドクターズサポートまでご送付ください。

既加入者については、前年と同一条件で継続加入を行う場合は加入依頼書の提出は不要です。継続加入を行わない場合、または前年と条件を

変更して加入を行う場合は、その内容を記載した加入依頼書の提出が必要となります。（なお、保険金額の増額等、補償内容を拡大してご継続さ

れる場合には、被保険者健康告知書の提出が必要となります。）

●中途脱退 ： この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の滋賀県医師協同組合または（株）ドクターズサポートまでご連絡ください。

●保険料は、ご加入人数10,000名の場合の団体割引30％を適用した保険料です。ご加入人数が変更となった場合、保険料が変更となる場合があります。

また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。

■満期返れい金･契約者配当金 ： この保険には、満期返れい金･契約者配当金はありません。



補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】

【疾病保険特約】

被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に通院
された場合等に保険金をお支払いします。

疾病入院
一時金

疾病退院
一時金

疾
病

保険期間中に疾病を被り、かつ継続して20日を超えて入院し、最初の入院の開始日から
その日を含めて1,000日以内に生存している状態で退院した場合、疾病退院一時金保険
金額をお支払いします（１回の入院について１回かぎりとなります。）。

保険期間中に疾病を被り、かつ継続して１８０日を超えて入院した場合、疾病入院一時
金保険金額をお支払いします（１回の入院について１回かぎりとなります。）。

①故意または重大な過失
②戦争､外国の武力行使、暴動（テロ行為（※１）

を除きます。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為､犯罪行為または闘争行為
④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転に
よる事故
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等
の使用（治療を目的として医師が用いた場合
を除きます。）
⑥傷害
⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩（出産時に、
公的医療保険制度を定める法令に規定され
た「療養の給付」に要する費用ならびに「療
養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養
費」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療
養費」、「移送費」および「家族移送費」の給
付を受けた場合）を除きます。
⑧頸（けい）部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）、
腰痛等で医学的他覚所見（※２）のないもの

など

（※１）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしく
は宗教・思想的な主義・主張を有する団
体・個人またはこれと連帯するものがそ
の主義・主張に関して行う暴力的行為を
いいます。以下同様とします。

（※２）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、
神経学的検査、臨床検査、画像検査等
により認められる異常所見をいいます。
以下同様とします。

保険金をお支払いできない主な場合保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合

＜疾病手術保険金の支払対象手術が変更となっております。＞
視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術（レーシック手術等）が手術保険金の支払対象外となります。
（注）保険始期日が平成２１年１２月３１日以前の場合であっても、始期前の発病による無責（※）に該当する場合は、保険金お支払いの対象外となります。
（※）「無責」とは、保険金支払事由に該当しないことをいいます。

（注）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して１年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。

①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額

疾病手術
保険金

疾病退院後
通院保険金

疾病入院
保険金

保険期間中に疾病を被り、かつ入院を開始した場合、１回の入院につき１８０日を限度と
して、入院した日数に対し、入院１日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。ただ
し、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。

保険期間中に疾病を被り、かつその疾病の治療を直接の目的として所定の手術を受け
た場合（入院しない場合も対象となります。 ）、手術の種類に応じた額（疾病入院保険金
日額の10倍、20倍または40倍)をお支払いします（時期を同じくして、２種類以上の手術を
受けた場合は、倍率の最も高いいずれか１種類の手術についてのみお支払いします。）。
ただし、１回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過し
た日の翌日以降の手術に対しては、保険金をお支払いしません。なお、手術の種類に
よっては、回数制限があります。

保険期間中に疾病を被り、かつ継続して４日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に
通院した場合、１回の通院責任期間につき９０日を限度として、通院した日数に対し、通
院１日につき疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、１回の入院につい
て、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に
対しては、保険金をお支払いしません。

疾病入院保険金の額= 疾病入院保険金日額 × 入院した日数

疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額 × 手術の種類に応じた倍率
（10倍、20倍または40倍）

疾病退院後通院保険金の額＝疾病退院後通院保険金日額 × 通院した日数

【傷害保険特約】

①故意または重大な過失
②戦争､外国の武力行使、暴動（テロ行為を
除きます。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為､犯罪行為または闘争行為
④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転
または麻薬等により正常な運転ができない
おそれがある状態での運転による事故
⑤脳疾患､疾病または心神喪失
⑥妊娠､出産､早産または流産
⑦外科的手術その他の医療処置
⑧地震、噴火またはこれらによる津波
⑨頸（けい）部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）、
腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登
はん、ロッククライミング、航空機操縦（職
務として操縦する場合を除きます。）、ハン
ググライダー搭乗等の危険な運動を行っ
ている間の事故
⑪自動車、原動機付自転車等による競技、
競争、興行（これらに準ずるものおよび練
習を含みます。）の間の事故

など

保険金をお支払いできない主な場合保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合

傷
害

傷害入院
一時金

傷害退院
一時金

保険期間中に生じた事故によるケガでの入院が、継続して１８０日を超えた場合、傷害入
院一時金保険金額をお支払いします（１事故について１回かぎりとなります。）。

保険期間中に生じた事故によるケガで、継続して20日を超えて入院し、生存している状態
で退院した場合、傷害退院一時金保険金額をお支払いします（１事故について１回かぎり
となります。）。

傷害入院
保険金

保険期間中に生じた事故によるケガで入院した場合、１事故につき１８０日を限度として、
入院した日数に対し、入院１日につき傷害入院保険金日額をお支払いします。

傷害通院
保険金

保険期間中に生じた事故によるケガで通院した場合、事故の発生の日からその日を含め
て1,000日以内の通院に対し、１事故につき９０日を限度として、通院１日につき傷害通院
保険金日額をお支払いします。ただし、平常の業務に従事することまたは生活に支障がな
い程度にケガが回復した時以降の通院はお支払いの対象となりません。また、入院保険
金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。

傷害手術
保険金

保険期間中に生じた事故によるケガの治療を直接の目的として所定の手術を受けた場合
（入院しない場合も対象となります。）、手術の種類に応じた額（傷害入院保険金日額の10
倍、20倍または40倍）をお支払いします（１事故に基づくケガに対して時期を同じくして、２
以上の手術を受けた場合は、倍率の最も高い手術についてのみお支払いします。）。ただ
し、１事故について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌
日以降の手術に対しては、保険金をお支払いしません。

傷害入院保険金の額=傷害入院保険金日額 × 入院した日数

傷害手術保険金の額=傷害入院保険金日額 × 手術の種類に応じた倍率
（10倍、20倍または40倍）

傷害通院保険金の額=傷害通院保険金日額 × 通院した日数

被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に生じた急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といいます。）によるケガで、入院を開始した場合、手
術を受けられた場合、通院された場合等に保険金をお支払いします。




